
	
　
　
ス
イ
ス
に
お
け
る
所
有
権
留
保
（
登
録
制
）
と

日
本
に
お
け
る
登
録
制
度
導
入
の
可
能
性

　
　
　

田
　
村

　
耕

　
一

は
じ
め
に

一
　
ス
イ
ス
法
の
所
有
権
留
保

二
　
ス
イ
ス
法
の
登
録
に
よ
る
効
果

三
　
ス
イ
ス
法
の
登
録
手
続
と
実
態

四
　
日
本
法
に
お
け
る
登
録
制
度
導
入
の
可
能
性

	

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

　
公
示
の
な
い
物
権
は
危
険
で
あ
り
、
と
り
わ
け
担
保
権
に
お
い
て
は
計
算
可
能
性
を
奪
う
こ
と
か
ら
、
先
取
特
権
を
代
表
に
公
示
の

な
い
担
保
に
は
批
判
的
な
目
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
も
っ
と
も
、
動
産
の
占
有
に
つ
い
て
は
、
賃
借
人
、
受
託
者
又
は
単
な
る

所
持
人
も
い
る
た
め
、
そ
も
そ
も
占
有
の
「
公
に
示
す
」
機
能
は
当
該
動
産
が
誰
に
帰
属
す
る
か
を
所
持
者
に
尋
ね
る
「
手
が
か
り
」

で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
別
の
情
報
収
集
又
は
確
認
の
た
め
の
制
度
を
用
意
す
る
か
、
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
例
え
ば
集
合
動
産
譲

渡
担
保
を
念
頭
に
動
産
譲
渡
登
記
制
度
が
創
設
さ
れ
た
の
は
、
制
度
コ
ス
ト
を
上
回
る
取
引
上
の
必
要
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る（

１
）。

　
で
は
、
資
金
調
達
で
は
な
く
売
買
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
所
有
権
留
保
で
は
、
公
示
制
度
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
の
必
要
性
が
考
え

ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
登
録
制
度
を
整
備
し
て
い
る
も
の
の
未
だ
わ
が
国
に
十
分
に
紹
介
さ
れ
て
い
な
い

ス
イ
ス
法
を
通
じ
て
検
討
を
行
う
も
の
で
あ
る（

２
）。

な
お
、
敷
衍
す
る
と
ス
イ
ス
法
は
担
保
権
的
構
成
で
は
な
く
完
全
な
所
有
権
の
留
保

を
前
提
と
す
る
登
録
制
度
を
採
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
登
録
制
度
の
必
要
性
は
必
ず
し
も
担
保
権
的
構
成
に
限
る
も
の
で
は
な
い
。

も
っ
と
も
、
所
有
権
留
保
に
つ
き
非
占
有
の
動
産
担
保
権
と
い
う
立
場
を
採
る
の
で
あ
れ
ば
、
公
示
不
要
と
の
立
法
を
し
な
い
限
り
、

登
録
制
度
は
公
示
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
確
実
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
ス
イ
ス
法
の
制
度
と
条
文
を
確
認
し
（
一
）、
特
に
登
録
が
及
す
影
響
（
買
主
に
よ
る
目
的
物
の
処
分
、

買
主
の
他
の
債
権
者
に
よ
る
執
行
、
買
主
の
破
産
）
を
述
べ
る
（
二
）。
次
い
で
、
実
際
の
手
続
や
利
用
実
態
を
確
認
（
三
）
し
た
上

で
、
わ
が
国
で
考
え
ら
れ
る
取
引
上
の
必
要
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
登
録
制
度
の
導
入
の
是
非
を
検
討
す
る
（
四
）。
な
お
、
前

提
と
し
て
担
保
権
と
し
て
の
所
有
権
留
保
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
の
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
同
時
期
の
広
島
法

学
四
三
巻
四
号
の
拙
稿
「
民
法
第
一
七
六
条
の
意
義
と
所
有
権
留
保
の
解
釈
」（
以
下
「
拙
稿
」
と
い
う
）
を
参
照
頂
き
た
い
。
ま
た
、
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本
稿
で
は
既
に
登
録
制
度
が
あ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
考
察
の
対
象
外
と
す
る
。

　
　
一

　
ス
イ
ス
法
の
所
有
権
留
保

ス
イ
ス
民
法
典
（Schw

eizerisches Zivilgesetzbuch
; ZG

B

）
の
編
成
は
次
の
と
お
り（

３
）。

導
入
（Einleitung

; A
rt. 1–10

）

第
一
編

　
人
に
関
す
る
法
（Personenrecht;A

rt. 11–89

）

第
二
編

　
家
族
法
（Fam

ilienrecht;A
rt. 90–456

）

第
三
編

　
相
続
法
（Erbrecht;A

rt. 457–640

）

第
四
編

　
物
権
（Sachenrecht;A

rt. 641–977
）

　
　
㈠

　物
権
編
の
規
定

　
物
権
編
は
、第
一
章（ZG

B
641

条
以
下
）「
所
有
権
」、第
一
八
節「
総
則
」、第
一
九
節「
不
動
産
所
有
権
」、第
二
〇
節「
動
産
所
有
権
」、

第
二
章
（ZG

B
730

条
以
下
）「
制
限
物
権
」、
第
二
一
節
「
役
権
及
び
土
地
債
務
」、
第
二
二
節
「
不
動
産
質
」、
第
二
三
節
「
動
産
質
」、

第
三
章
（ZG
B

919

条
以
下
）「
占
有
及
び
不
動
産
登
記
」、
第
二
四
節
「
占
有
」、
第
二
五
節
「
不
動
産
登
記
」
で
あ
る
。
第
二
〇
節
の

動
産
所
有
権
は
、ZG

B
713

条
（
目
的
物
）
か
ら
始
ま
る
。

　
　ZG

B
714

条
（
引
渡
）
一
項

　
　
動
産
所
有
権
を
移
転
す
る
に
は
、
譲
受
人
へ
の
占
有
の
移
転
が
必
要
で
あ
る
（
二
項
は
い
わ
ゆ
る
即
時
取
得
を
定

め
て
い
る
）。
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　ZG

B
715

条
（
所
有
権
留
保；

一
般
）　

　
譲
受
人
に
引
渡
さ
れ
た
動
産
に
関
す
る
所
有
権
の
留
保
は
、
居
住
地
の
債
権
回
収
事
務
所

（B
etreibungsbeam

ten

）（
４
）が

備
付
け
る
公
的
な
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
た
と
き
に
の
み
効
力
を
有
す
る
。
家
畜
の
取
引
に
つ
い
て
は
、
所
有
権
留
保

は
適
用
し
な
い
。

　
　ZG

B
716

条
（
所
有
権
留
保；

分
割
支
払
）　

　
所
有
権
留
保
付
で
引
渡
さ
れ
た
目
的
物
に
つ
き
、
所
有
者
は
、
譲
受
人
が
支
払
っ
た
額
か
ら
相
当

な
賃
料
及
び
損
耗
に
対
す
る
補
償
を
差
し
引
い
て
返
還
す
る
と
い
う
条
件
で
の
み
、
返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　ZG

B
717

条
（
占
有
な
し
の
取
得
）　

　
特
別
な
法
的
関
係
の
結
果
と
し
て
譲
渡
人
に
物
が
留
ま
る
場
合
に
お
い
て
、
占
有
質
の
規
定
の
弱
体
化
又

は
回
避
が
目
論
ま
れ
て
い
る
と
き
は
、
所
有
権
の
移
転
は
、
第
三
者
に
対
し
て
効
力
を
有
し
な
い
。

　
　ZG

B
939

条
（
補
償
請
求
）
一
項

　
　
権
原
者
が
物
の
引
渡
を
求
め
る
場
合
、
善
意
の
占
有
者
は
必
要
か
つ
有
用
な
費
用
の
補
償
を
主
張
し
、
補

償
の
支
払
ま
で
引
渡
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
動
産
の
所
有
権
移
転
は
引
渡
し
を
基
準
時
と
し
（ZG

B
714

条
）、
そ
の
上
で
非
占
有
質
を
否
定
す
る
法
制
度
（ZG

B
717

条
）
を
前

提
と
し
て
、
登
録
に
よ
っ
て
例
外
的
に
所
有
権
留
保
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（ZG

B
715

条
）
と
い
う
構
造
で
あ
る
。

（
５
）

　
所
有
権
留
保
の
登
録
は
、
買
主
へ
の
目
的
物
の
占
有
移
転
の
前
で
も
後
で
も
よ
い
。
し
か
し
、
所
有
権
留
保
の
合
意
は
、
占
有
移
転

の
前
又
は
遅
く
と
も
同
時
の
必
要
が
あ
る
。

（
６
）

売
主
が
所
有
権
留
保
の
合
意
な
し
に
目
的
物
を
買
主
に
引
渡
し
て
し
ま
う
と
、
買
主
は
条

件
な
し
の
所
有
権
を
取
得
す
る
。
先
に
目
的
物
を
引
渡
し
て
後
か
ら
所
有
権
留
保
を
合
意
す
る
の
は
、
構
造
と
し
て
は
譲
渡
担
保
と
な

る
。

（
７
）

し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
で
は
考
え
ら
れ
る
事
後
の
所
有
権
留
保
合
意
の
構
成
は
、ZG

B
717

条
に
よ
る
占
有
質
原
則
の
回
避
の
禁

止
に
よ
り
、
第
三
者
に
対
し
て
は
効
力
が
認
め
ら
れ
な
い
。

　
売
主
が
目
的
物
の
返
還
を
求
め
た
と
き
はZG

B
716

条
が
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
際
は
、
賃
料
と
使
用
利
益
と
返
還
さ
れ
た
目
的
物
の

価
値
が
元
の
代
金
よ
り
高
く
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
のZG

B
716

条
は
、
目
的
物
を
返
還
し
、
か
つ
、
既
払
分
は
消
滅
す
る
と
い
う
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取
決
め
の
禁
止
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
売
主
が
目
的
物
の
返
還
を
求
め
た
と
き
は
、
買
主
に
はZG

B
939

条
が
適
用
さ
れ
る
。

　
な
お
、
所
有
権
留
保
の
合
意
の
形
式
は
特
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
買
主
が
消
費
者
の
と
き
は
書
面
が
要
求
さ
れ
、
内
容

も
規
制
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）

　
　
㈡

　債
務
法
（O

bligationenrecht;O
R

）
の
規
定

　
　O

R
102

条
（
債
務
者
の
遅
滞；

要
件
）　

　
債
務
の
期
限
が
到
来
し
た
と
き
は
、
債
務
者
は
債
権
者
か
ら
の
催
告
に
よ
り
遅
滞
に
な
る
。

　
　O

R
107

条
（
解
除
及
び
損
害
賠
償；

期
間
設
置
の
場
合
）
一
項

　
　
双
務
契
約
に
お
い
て
債
務
者
が
遅
滞
に
な
っ
た
場
合
、
債
権
者
は
、
そ
の
後

の
履
行
の
た
め
に
相
当
な
期
間
を
設
定
す
る
か
、
所
管
官
庁
に
よ
っ
て
定
め
さ
せ
る
権
利
を
有
す
る
。

　
　
二
項

　
　
こ
の
期
間
の
満
了
ま
で
に
履
行
が
な
さ
れ
な
い
と
き
は
、
債
権
者
は
遅
延
に
よ
る
損
害
賠
償
と
共
に
な
お
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
そ
の
代
わ
り
に
、
債
権
者
が
、
事
後
の
履
行
の
放
棄
を
即
座
に
宣
言
し
、
不
履
行
か
ら
生
じ
た
損
害
の
賠
償
又
は
契
約
の
解
除
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　O

R
108

条
（
解
除
及
び
損
害
賠
償；

期
間
設
置
不
要
）　

　
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
事
後
の
履
行
の
た
め
の
期
間
の
設
置
は
必
要
な
い
。

　
　
　
　
一
．
債
務
者
の
行
動
か
ら
期
間
の
設
定
が
無
意
味
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
る
と
き

　
　
　
　
二
．
債
務
者
の
遅
滞
に
よ
り
給
付
が
債
権
者
に
と
っ
て
意
味
を
有
し
な
い
と
き

　
　
　
　
三
．
契
約
か
ら
特
定
の
時
間
又
は
特
定
の
時
間
ま
で
に
給
付
を
行
う
べ
き
と
の
当
事
者
の
意
図
が
明
ら
か
な
と
き

　
　O

R
109

条
（
解
除
の
効
果
）
一
項

　
　
契
約
を
解
除
し
た
者
は
、
約
定
さ
れ
た
反
対
給
付
を
拒
み
、
か
つ
、
給
付
し
た
も
の
を
取
り
戻
す
こ
と
が

で
き
る
。

　
　
二
項

　
　
さ
ら
に
、
債
権
者
は
、
債
務
者
が
自
己
に
過
責
が
な
い
こ
と
を
証
明
し
な
い
限
り
、
契
約
の
消
失
か
ら
生
じ
る
損
害
の
賠
償
を
求
め
る

スイスにおける所有権留保（登録制）と日本における登録制度導入の可能性

37 （熊本法学148号 ’20）



権
利
を
有
す
る
。

　
　O

R
214

条
（
売
主
の
解
除
権
）
一
項

　
　
売
却
物
が
代
金
の
前
払
い
に
よ
り
又
は
即
座
に
引
渡
さ
れ
、
買
主
が
売
買
代
金
の
支
払
を
遅
滞
し
た
と

き
は
、
売
主
は
、
直
ち
に
契
約
を
解
除
す
る
権
利
を
有
す
る
。

　
　
二
項

　
　
た
だ
し
、
解
除
の
権
利
を
行
使
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
買
主
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
三
項

　
　
売
買
目
的
物
が
支
払
前
に
買
主
の
占
有
と
な
っ
た
と
き
は
、
売
主
は
、
明
示
的
に
解
除
の
権
利
を
留
保
し
て
い
る
と
き
に
限
り
、
買
主

の
遅
滞
を
理
由
と
し
て
契
約
を
解
除
し
、
引
渡
し
た
も
の
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
、
不
動
産
売
買
に
関
し
、O

R
217

条
二
項
は
「
所
有
権
留
保
の
登
記
は
許
さ
れ
な
い
。」
と
規
定
す
る
。

　
次
に
、買
主
がO

R
102

条
に
よ
り
遅
滞
と
な
っ
た
と
き
は
、売
主
は
、OR

107

条
に
あ
る
履
行
の
た
め
の
相
当
な
期
間
を
設
置
す
る
か
、

契
約
を
解
除
し
所
有
権
を
買
主
か
ら
取
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
両
者
は
、
所
有
権
留
保
の
合
意
が
明
確
で
な
い
と
き

や
登
録
が
な
い
と
き
に
も
保
障
さ
れ
て
い
る
。な
お
、買
主
の
行
動
に
よ
っ
て
は
、OR

108

条
一
号
に
よ
り
期
間
の
設
置
が
不
要
と
な
る
。

　
多
数
説
は
、
所
有
権
留
保
の
合
意
は
、
解
除
権
の
留
保
（O

R
214

条
三
項
）
を
含
む
と
解
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
逆
、
つ
ま

り
解
除
権
を
留
保
し
て
も
所
有
権
留
保
の
合
意
と
は
解
さ
れ
て
い
な
い
。
解
除
に
よ
り
生
じ
る
返
還
請
求
権
は
、
売
主
に
生
じ
た
所
有

権
の
物
権
的
性
質
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
（
消
滅
時
効
に
係
ら
な
い
）。
な
お
、
売
主
が
物
の
返
還
を
求
め
た
と
き
は
、ZG

B
716

条
が
適

用
さ
れ
る
。

　
　
㈢

　拡
張
形
式

　
ま
ず
、
ス
イ
ス
で
も
所
有
権
留
保
は
、
第
三
者
が
与
信
す
る
場
合
に
も
活
用
さ
れ
て
い
る
。
実
務
で
は
、
売
主
が
融
資
者
に
売
買
代

金
債
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
で
対
応
し
て
い
る
（
し
た
が
っ
て
、
留
保
さ
れ
た
所
有
権
も
移
転
す
る
）

（
９
）。

そ
の
際
の
登
録
で
は
、
融
資
者
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が
債
権
者
と
し
て
登
録
さ
れ
る
。）

（1
（

売
主
に
よ
る
与
信
か
第
三
者
に
よ
る
融
資
か
で
何
か
が
変
る
わ
け
で
は
な
く
、
処
分
行
為
が
重
要
で

あ
る
か
ら
留
保
権
者
に
つ
い
て
特
に
法
律
で
制
限
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
被
担
保
債
権
を
別
の
債
権
と
す
る
い
わ
ゆ
る
拡

大
さ
れ
た
所
有
権
留
保
は
、
実
質
が
譲
渡
担
保
で
あ
りZG

B
717

条
に
反
す
る
。
拡
大
さ
れ
た
所
有
権
留
保
に
つ
き
、
判
例
もZG

B
884

条
の
占
有
質
原
則
を
回
避
す
る
合
意
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
。）

（（
（

　
次
に
、
買
主
の
下
で
目
的
物
が
加
工
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
加
工
後
の
物
に
も
所
有
権
留
保
が
及
ぶ
と
す
る
「
加
工
条
項
」
は

ZG
B

726

条
一
項）

（1
（

と
の
関
係
か
ら
許
さ
れ
ず
、
さ
ら
に
、
登
録
制
度
が
あ
る
た
め
、
加
工
条
項
を
合
意
し
て
も
新
物
に
つ
い
て
の
所
有

権
留
保
の
登
録
が
で
き
な
い
。

　
そ
し
て
、
買
主
が
目
的
物
を
譲
渡
し
た
際
に
生
じ
た
債
権
を
売
主
に
譲
渡
す
る
と
い
う
事
前
の
合
意
で
あ
る
「
譲
渡
条
項
」
は
「
譲

渡
を
有
効
に
行
う
に
は
書
面
が
必
要
で
あ
る
。」
と
す
るO

R
165

条
一
項
か
ら
普
及
し
て
い
な
い
。）

（1
（

ま
た
、
再
譲
渡
に
お
い
て
、
売
主

の
た
め
の
所
有
権
留
保
を
合
意
さ
せ
る
こ
と
も
な
さ
れ
る
が
、
買
主
に
債
権
的
な
義
務
を
負
わ
せ
る
に
過
ぎ
ず
、
有
効
な
方
法
と
は
さ

れ
て
い
な
い
。

　
　
二

　
ス
イ
ス
法
の
登
録
に
よ
る
効
果

　
所
有
権
留
保
に
つ
い
て
は
、
登
録
制
度
が
あ
る
た
め
、
買
主
が
目
的
物
で
あ
る
動
産
を
占
有
し
て
い
て
も
、ZG

B
930

条
一
項
「
動

産
を
占
有
す
る
者
は
、
そ
の
物
の
所
有
者
と
し
て
推
定
す
る
。」
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
不
動
産
登
記
簿
に
つ
い
て
はZG

B
970

条
二
項
で
一
定
の
推
定
が
あ
る
が
、
所
有
権
留
保
の
登
録
に
つ
い
て
は
何
も
法
定
さ
れ
て
い
な
い
。
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　㈠

　成
立
及
び
消
滅

　
多
数
説
は
、
登
録
を
設
権
的
効
力
と
す
る
た
め
、
成
立
要
件
と
同
様
に
位
置
づ
け
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
登
録
さ
れ
な
い

所
有
権
留
保
で
あ
っ
て
も
、
当
事
者
間
で
は
売
買
契
約
に
お
い
て
有
効
に
合
意
さ
れ
て
い
る
た
め
、
所
有
権
留
保
が
不
成
立
又
は
無
効

と
扱
う
の
は
適
切
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
者
に
は
何
ら
の
効
果
が
生
じ
な
く
て
も
、
当
事
者
間
に
お
い
て
は
一
定
の
効
力
を

承
認
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。）

（1
（

　
弁
済
に
よ
っ
て
所
有
権
留
保
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
登
録
の
抹
消
は
必
要
的
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
買
主
に
登
録
抹
消
の
た
め
の

債
権
的
な
請
求
権
が
生
じ
る
。
消
滅
に
お
い
て
独
特
な
の
は
、
登
録
が
買
主
の
居
住
地
で
あ
る
が
故
に
、
買
主
の
転
居
に
よ
る
消
滅
で

あ
る
。
こ
の
場
合
、
売
主
は
新
し
い
登
録
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
三
ヶ
月
以
内
に
新
し
い
住
所
で
登
録
し
な
い
と
所
有

権
留
保
は
消
失
す
る
こ
と
に
な
る
。）

（1
（

な
お
、
こ
の
他
に
三
で
後
述
す
る
登
録
官
庁
の
権
原
に
よ
る
登
録
の
抹
消
も
あ
る
。

　
　㈡

　買
主
に
よ
る
目
的
物
の
処
分

　
ま
ず
、
売
主
か
ら
買
主
に
目
的
物
に
関
し
て
処
分
授
権
が
な
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
買
主
は
第
三
者
に
目
的
物
を
有
効
に
処
分
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
売
主
に
対
し
て
転
売
代
金
債
権
が
予
め
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
問
題
が
多
い
こ
と
は
既
に
指
摘
し

た
。

　
次
に
、
買
主
に
目
的
物
の
処
分
授
権
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
第
三
者
は
即
時
取
得
を
す
る
こ
と
に
な
る
。）

（1
（

こ
こ
で
注
意
が
必

要
な
の
は
、
登
録
と
の
関
係
で
あ
る
。
第
一
に
、
登
録
が
な
け
れ
ば
第
三
取
得
者
が
所
有
権
留
保
を
知
っ
て
い
て
も
何
の
影
響
も
な
い
。

第
二
に
、
第
三
者
に
登
録
の
閲
覧
義
務
は
な
く
、
ま
た
、
登
録
を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
推
定
さ
れ
な
い
。）

（1
（

つ
ま
り
、
買
主
か
ら
目
的
物

を
善
意
で
取
得
し
た
第
三
者
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
取
得
が
保
護
さ
れ
る
。
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以
上
か
ら
、
結
論
と
し
て
、
買
主
に
よ
る
処
分
に
お
い
て
は
、
登
録
の
存
在
は
ほ
と
ん
ど
影
響
し
な
い
制
度
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
日
本
へ
の
登
録
制
度
の
導
入
に
関
す
る
四
で
合
わ
せ
て
分
析
を
行
う
。

　
　
㈢

　買
主
の
他
の
債
権
者
に
よ
る
目
的
物
へ
の
執
行

　
強
制
執
行
は
、SchK

G

（Schuldbetreibungs-und K
onkursrecht 11. A

pril 1889

）
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。）

（1
（

SchK
G

は
、
債
権
回
収

と
破
産
に
関
す
る
連
邦
法
で
あ
る
。
自
助
は
原
則
と
し
て
債
権
者
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
（ZG

B
926

条
）、SchK

G

は
、
州
の
公
権

力
に
よ
る
現
金
支
払
又
は
金
銭
的
保
証
の
形
で
の
執
行
手
続
を
規
定
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
所
有
権
留
保
に
基
づ
い
て
、
換
価
の
た

め
に
債
権
回
収
事
務
所
に
よ
る
強
制
執
行
の
手
続
を
採
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
判
例
は
自
己
の
た
め
の
差
押
と
い

う
法
制
度
が
な
い
か
ら
と
す
る
。）

（1
（

　
他
の
債
権
者
に
よ
る
目
的
物
に
対
す
る
執
行
に
お
い
て
、SchK

G

で
は
所
有
権
留
保
を
経
済
的
に
は
質
権
と
同
視
し
て
、
売
主
が
有

す
る
権
利
と
手
続
は
、質
権
の
場
合
を
類
推
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。）

11
（

具
体
的
に
は
執
行
異
議
の
手
続（SchK

G
106

条
以
下
）に
よ
る
。

つ
ま
り
、
売
主
が
目
的
物
を
取
戻
す
と
い
う
方
法
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。
手
続
に
お
い
て
、
売
主
の
債
権
は
完
全
に
満
足
す
る
ま
で
の

額
に
つ
い
て
、
優
先
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
所
有
権
留
保
の
登
録
が
差
押
又
は
破
産
手
続
開
始
前
で
な
け
れ
ば
他
の
債
権
者
に
対
し
て

何
も
効
果
が
な
い
。）

1（
（

ま
た
、
差
押
後
の
登
録
も
可
能
で
あ
る
が
、
他
の
債
権
者
に
は
何
の
効
果
も
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
な
お
、
強
制
執
行
の
手
続
が
開
始
さ
れ
て
も
売
主
は
所
有
権
留
保
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
、
要
件
を
満
た
す
限
り
契
約
を
解
除
し

目
的
物
を
取
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
買
主
が
売
主
に
対
し
て
有
す
る
個
別
の
損
害
賠
償
の
み
が
買
主
の
債
権
者
に
よ
っ
て

差
し
押
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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㈣

　買
主
の
破
産

　
　SchK

G
202

条
（
他
人
の
財
産
の
換
価
）　

　
債
務
者
が
他
人
の
物
を
販
売
し
、
破
産
時
に
購
入
代
金
を
未
だ
受
け
取
っ
て
い
な
い
と
き
は
、
前
の

所
有
者
は
、
補
償
と
し
て
債
務
者
に
対
し
、
買
主
に
対
す
る
請
求
権
を
譲
渡
す
る
か
、
破
産
管
財
人
が
請
求
し
て
取
立
て
た
売
買
代
金
の
返
還
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　SchK

G
211

条
（
請
求
の
転
換
）
二
項

　
　
た
だ
し
、
破
産
管
財
人
は
、
債
務
者
の
代
わ
り
に
、
破
産
時
に
全
く
又
は
一
部
の
み
し
か
履
行
さ
れ
て

い
な
い
双
務
契
約
を
履
行
す
る
権
利
を
有
す
る
。
契
約
当
事
者
は
、
履
行
を
行
う
よ
う
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
三
項

　
　
破
産
に
お
け
る
契
約
関
係
の
終
了
に
関
す
る
他
の
連
邦
法
の
規
定
お
よ
び
所
有
権
留
保
に
関
す
る
規
定
は
、
影
響
を
受
け
な
い
。

　
　SchK

G
242

条
（
取
戻
権
等
）
一
項

　
　
破
産
管
財
人
は
、
第
三
者
が
主
張
す
る
物
の
返
還
に
関
す
る
処
分
を
行
う
。

　
　
二
項

　
　
破
産
管
財
人
が
請
求
に
つ
き
理
由
が
な
い
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
第
三
者
に
対
し
、
破
産
地
の
裁
判
官
に
異
議
を
申
し
立

て
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
二
〇
日
間
を
与
え
る
。
こ
の
期
間
が
経
過
し
た
と
き
は
、
請
求
は
失
効
す
る
。

　
買
主
破
産
時
の
売
主
の
権
利
は
完
全
な
所
有
権
で
あ
る
か
ら
取
戻
権
で
あ
り
、
目
的
物
は
破
産
財
団
に
帰
属
し
な
い
。
債
権
者
で

あ
る
売
主
に
は
二
つ
の
選
択
肢
が
あ
る
。
第
一
に
契
約
の
履
行
、
第
二
に
契
約
を
解
除
し
所
有
権
に
基
づ
き
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
、
破
産
手
続
開
始
前
に
売
主
が
契
約
を
解
除
し
て
い
な
い
と
き
は
、
破
産
開
始
後
、
破
産
財
団
は
契
約
を
引
継
ぐ
権
利
を

有
し
て
い
る
（SchK

G
211

条
二
項
）。
し
た
が
っ
て
、
破
産
財
団
は
、
残
額
を
支
払
っ
て
契
約
を
履
行
し
て
目
的
物
の
所
有
権
を
得
る

か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
三
項
）。
履
行
が
選
択
さ
れ
た
と
き
は
売
主
の
債
権
は
財
団
債
権
と
な
る
。
残
額
を
支
払
わ

な
い
と
決
め
た
と
き
は
、
売
主
は
取
戻
権
を
有
す
る
（SchK

G
242

条
）。
な
お
、
売
主
の
同
意
の
下
で
目
的
物
が
譲
渡
さ
れ
て
い
た
と

き
は
、
売
主
は
転
売
代
金
の
譲
渡
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
代
金
が
既
に
財
団
に
帰
属
す
る
と
き
は
補
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
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（SchK
G

202

条
）。

　
で
は
、
所
有
権
留
保
の
登
録
が
な
い
と
き
、
つ
ま
り
登
録
前
の
破
産
開
始
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
か
。
こ
の
場
合
も
売
主
に
は

同
様
に
二
つ
の
選
択
肢
が
あ
る
。
し
か
し
、
判
例
に
よ
る
と
、
手
続
期
開
始
前
の
登
録
が
必
要
で
あ
り
、
開
始
後
の
登
録
は
効
果
が
な

い
。）

11
（

目
的
物
は
破
産
財
団
を
構
成
し
、
売
主
は
破
産
手
続
に
お
い
て
自
己
の
売
買
代
金
債
権
を
申
請
す
る
し
か
な
い
。

　
　
三

　
ス
イ
ス
法
の
登
録
手
続
と
実
態

　
　
㈠

　登
録
手
続

　
登
録
に
つ
い
て
は
、Verordnung betreffend die Eintragung der Eigentum

svorbehalte vom
 19. D

ezem
ber 1910

（Stand am
 24. 

D
ezem

ber 2002
; EV

V

）
が
定
め
て
い
る
。

　
ま
ず
、
登
録
の
管
轄
は
、
買
主
の
居
住
地
の
債
権
回
収
事
務
所
の
み
で
あ
る
（EV

V
1

条
）。
登
録
は
、
口
頭
又
は
書
面
で
、
両
当

事
者
又
は
そ
の
一
方
が
共
同
で
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（EV

V
4

条
一
項
）。
一
方
当
事
者
の
み
の
申
請
は
、
他
の
当
事
者
の
同
意
が

あ
る
と
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）

11
（

な
お
、
債
権
回
収
事
務
所
の
担
当
者
は
、
当
事
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
情
報
の
正
確
性
を
確
認

す
る
義
務
を
負
わ
な
い
（EV

V
6

条
）。

　
登
録
に
お
い
て
添
付
の
書
式
に
記
載
さ
れ
る
内
容
は
、
次
の
も
の
で
あ
る
（EV

V
7

条
）。
ａ
登
録
の
番
号
、
ｂ
登
録
の
日
付
、
ｃ

譲
渡
人
の
名
前
、
職
業
、
居
住
地
、
お
よ
び
該
当
す
る
場
合
は
、
債
権
の
譲
受
人
又
は
落
札
者
、
ｄ
譲
受
人
の
氏
名
、
職
業
及
び
居
住

地
、ｅ
申
請
者
の
申
立
、
ｆ
目
的
物
の
正
確
な
名
称
と
そ
の
場
所
（
所
有
権
留
保
が
集
合
体
又
は
他
の
多
数
の
客
体
に
対
す
る
場
合
は
、

こ
れ
に
関
す
る
正
確
な
目
録
を
提
出
し
て
書
類
と
し
て
保
存
し
登
録
簿
に
お
い
て
参
照
と
す
る
）、
ｇ
当
事
者
又
は
契
約
に
基
づ
く
所
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有
権
留
保
の
合
意
の
日
付
、
ｈ
被
担
保
債
権
額
、
ｉ
有
効
期
限
（
特
定
の
分
割
払
い
が
返
済
の
た
め
に
合
意
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の

金
額
と
有
効
期
限
も
記
載
す
る
必
要
が
あ
る
）。

　
登
録
に
つ
い
て
は
、
仮
登
録
も
可
能
で
あ
る
（EV

V
10

条
）。
仮
登
録
は
、
と
り
あ
え
ず
の
申
請
の
他
、
事
後
の
分
割
払
の
変
更
の

た
め
に
使
わ
れ
る
。
ま
た
、
登
録
簿
の
閲
覧
は
誰
で
も
許
さ
れ
て
お
り
、
債
権
回
収
事
務
所
は
、
請
求
に
応
じ
て
登
録
簿
か
ら
の
認
証

の
抜
粋
と
、
特
定
の
名
前
又
は
特
定
の
対
象
の
登
録
が
利
用
で
き
な
い
こ
と
を
示
す
証
明
書
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
（EV

V
17

条
）。

　
登
録
費
用
は
次
の
と
お
り
。

　
支
払
残
高
（
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
）

　
　
　
　
費
用
（
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
）

　
　
一
〇
〇
〇
未
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五

　
　
一
〇
〇
〇
か
ら
五
〇
〇
〇
未
満

　
　
　
　
五
〇

　
　
五
〇
〇
〇
か
ら
一
〇
〇
〇
〇
未
満

　
　
　
六
〇

　
　
一
〇
〇
〇
〇
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
％
（
た
だ
し
最
高
は
一
五
〇
）

　
公
証
さ
れ
た
謄
本
及
び
特
定
の
人
又
は
特
定
の
目
的
物
に
登
録
が
な
い
と
い
う
証
明
の
発
行
（EV

V
17

条
）
の
証
明
に
つ
い
て
は
、

一
頁
当
り
八
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
で
あ
る
。

　
登
録
の
抹
消
に
は
、
九
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
が
必
要
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
抹
消
は
義
務
的
で
は
な
い
た
め
、
登
録
整
理
の
た
め
の

Verordnung des B
undesgerichtes betreffend die B

ereinigung der Eigentum
svorbehaltsregister vom

 29. M
ärz 1939

（Stand am
 1. 

A
ugust 1971

）
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
登
録
は
年
一
回
二
月
に
見
直
さ
れ
、
五
年
以
上
古
い
登
録
は
削
除
さ
れ
る
。
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㈡

　登
録
実
態

　
国
全
体
の
統
計
資
料
は
作
成
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
カ
ン
ト
ン
ご
と
に
数
値
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
最
大
の
カ
ン
ト
ン
で
あ

る
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
で
は
、
二
〇
〇
九
年
末
に
少
な
く
と
も
五
千
件
弱
で
あ
っ
た
。
こ
の
数
値
を
元
に
ス
イ
ス
全
体
を
推
し
量
る
と
三
万

か
ら
四
万
の
登
録
と
な
り
、
そ
し
て
こ
れ
は
三
〇
年
前
と
変
っ
て
い
な
い
と
さ
れ
る
。
あ
る
研
究
に
よ
る
と
登
録
件
数
は
四
万
件
で
総

額
は
八
〇
〇
ミ
リ
オ
ン
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ー
ス
の
額
の
十
分
の
一
よ
り
少
な
い

点
が
重
要
で
あ
る
。）

11
（

　
所
有
権
留
保
が
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ー
ス
よ
り
不
利
な
点
と
し
て
は
、
登
録
の
手
間
と
費
用
及
び
買
主
の
転
居
に
よ
る
消
滅
が
挙
げ
ら

れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ス
イ
ス
に
お
い
て
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
導
入
さ
れ
た
人
的
財
産
担
保
登
録
の
方
が
有
用
と
の
見
解
も

出
さ
れ
て
い
る
。）

11
（

　
　
四

　
日
本
法
に
お
け
る
登
録
制
度
導
入
の
可
能
性

　
　
㈠

　整
理

　
ス
イ
ス
に
お
い
て
は
所
有
権
留
保
の
登
録
を
し
て
も
、
買
主
に
よ
る
目
的
物
の
処
分
に
お
い
て
即
時
取
得
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
、
買
主
の
他
の
債
権
者
に
よ
る
目
的
物
へ
の
執
行
及
び
買
主
破
産
時
に
お
い
て
、
売
主
は
、
登
録
が
な
け
れ
ば
権
利
者

と
し
て
の
関
与
が
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
所
有
権
留
保
の
効
力
は
、
買
主
に
よ
る
目
的
物
の
処
分
に
つ

い
て
即
時
取
得
が
適
用
さ
れ
る
が
、
売
主
に
は
、
買
主
の
他
の
債
権
者
に
よ
る
目
的
物
へ
の
執
行
に
お
い
て
第
三
者
異
議
が
認
め
ら
れ
、

買
主
破
産
時
に
は
別
除
権
と
し
て
手
続
外
で
目
的
物
の
取
戻
し
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
現
状
を
前
提
に
登
録
制
度
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を
導
入
す
る
と
な
る
と
、
論
理
的
な
理
由
か
ら
導
入
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
か
否
か
、
及
び
、
導
入
す
る
場
合
に
ど
の
よ
う
な
効
力
、

特
に
登
録
の
コ
ス
ト
を
要
求
す
る
以
上
は
現
状
よ
り
有
利
な
効
果
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
が
問
題
と
な
る
。

　
所
有
権
留
保
に
関
し
て
、
買
主
に
所
有
権
が
移
転
し
た
上
で
の
担
保
権
設
定
と
同
様
に
構
成
す
る
、
い
わ
ゆ
る
担
保
権
的
構
成
で
は
、

登
録
に
対
応
す
る
実
体
法
上
の
動
産
の
非
占
有
担
保
権
の
説
明
が
な
い
。
子
細
は
別
稿
で
検
討
し
て
い
る
が
、
考
え
ら
れ
る
の
は
、
解

除
条
件
、
先
取
特
権
又
は
非
占
有
質
権
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
解
除
条
件
に
つ
い
て
は
、
買
主
の
債
務
不
履
行
で
直
ち
に
自
動
的
に
所
有
権
が
売
主
に
帰
属
す
る
が
、
反
対
に
買
主
が
債
務

を
履
行
す
る
限
り
、
売
主
は
権
利
行
使
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
登
録
に
よ
っ
て
、
売
主
の
権
利
状
態
を
保
護
す
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
買
主
の
債
務
不
履
行
に
依
存
し
な
い
必
要
が
あ
る
た
め
、
登
録
は
設
権
的
な
効
果
が
整
合
的
と
な
る
。

次
に
、
先
取
特
権
に
つ
い
て
は
、
動
産
売
買
先
取
特
権
に
は
本
質
的
に
登
録
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
登
録
制
度
に
よ
っ
て
特
別
の
効

果
を
付
与
す
る
な
ら
ば
、
不
動
産
の
先
取
特
権
の
よ
う
に
別
途
登
録
を
求
め
る
こ
と
は
制
度
化
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
非
占
有
質

権
で
は
、
設
定
者
に
質
物
を
返
還
す
る
場
合
に
対
応
し
、
質
権
の
効
力
を
存
続
さ
せ
る
た
め
に
は
登
録
制
度
が
必
要
と
な
る
。

　
で
は
、
登
録
に
よ
っ
て
現
状
よ
り
有
利
な
効
力
を
付
与
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
転
売
代
金
債
権
に
つ
い
て
は
登
記
制
度
を
有

す
る
抵
当
権
に
関
す
る
理
論
か
ら
、
登
録
に
よ
っ
て
物
上
代
位
権
が
公
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
登
録
後
の
買
主
の
他
の
債
権
者

に
よ
る
転
売
代
金
債
権
の
差
押
え
に
優
先
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
行
と
の
違
い
は
、
登
録
の
コ
ス
ト
負
担
と
物
上
代
位
権
の
公
示
の

確
保
で
あ
る
が
、
目
的
物
が
常
に
転
売
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
（
特
に
消
費
者
）、
負
担
だ
け
と
な
ろ
う
か
（
な
お
、

登
録
費
用
は
最
終
的
に
は
買
主
に
転
嫁
さ
れ
る
）。

　
現
状
で
は
、
先
取
特
権
も
所
有
権
留
保
も
登
録
な
し
で
、
他
の
債
権
者
の
執
行
及
び
買
主
の
破
産
手
続
に
お
い
て
被
担
保
債
権
の
回

収
が
認
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
以
上
の
効
力
付
与
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
あ
り
得
る
と
す
れ
ば
、
信
販
会
社
が
関
与
す
る
所
有
権
留
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保
の
場
合
に
、
売
主
で
は
な
く
信
販
会
社
の
有
す
る
債
権
も
被
担
保
債
権
と
し
て
登
録
さ
せ
る
こ
と
で
被
担
保
債
権
の
拡
大
を
認
め
る

可
能
性
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
㈡

　分
析

　
で
は
、
論
理
的
な
必
要
性
及
び
現
状
よ
り
有
利
な
効
果
の
付
与
の
点
か
ら
登
録
制
度
が
導
入
さ
れ
た
と
し
て
、
活
用
さ
れ
て
い
く
だ

ろ
う
か
。
仮
登
記
担
保
や
自
動
車
抵
当
は
、
導
入
後
は
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
て
い
な
い
。）

11
（

　
登
録
に
つ
い
て
は
、
成
立
要
件
、
設
権
的
効
力
、
対
抗
要
件
、
効
力
要
件
が
あ
り
得
、
さ
ら
に
、
登
録
の
対
象
と
し
て
、
不
動
産
登

記
同
様
に
権
利
の
変
動
過
程
と
す
る
か
、
抵
当
権
同
様
に
被
担
保
債
権
の
担
保
関
係
の
み
の
一
回
限
り
の
登
録
と
す
る
か
、
が
あ
り
得

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
選
択
の
前
に
次
の
重
大
な
問
題
点
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
ず
、
目
的
物
を
取
得
し
た
第
三
者
の
保
護
、
具
体
的
に
は
即
時
取
得
と
の
関
係
を
ど
う
設
計
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、

自
動
車
の
登
録
制
度
の
よ
う
に
対
抗
要
件
と
す
る
と
き
は
、民
法
一
九
二
条
の
前
提
と
な
る
民
法
一
七
八
条
の
適
用
が
な
く
な
る
た
め
、

無
権
利
の
法
理
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
権
利
者
と
し
て
の
登
録
制
度
に
よ
っ
て
、
権
利
関
係
を
明
確
に

証
明
さ
せ
て
動
産
の
追
及
を
少
し
で
も
有
利
に
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
動
産
は
、
事
実
上
、
移
動
さ
れ
る
と
追
及
が
困

難
で
あ
り
、
隠
匿
も
容
易
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
も
そ
も
債
務
者
の
支
配
か
ら
離
脱
し
た
物
に
つ
い
て
は
、
一
点
物
の
美
術
工
芸

品
や
物
に
剥
離
で
き
な
い
刻
印
等
が
あ
る
物
（
ピ
ア
ノ
や
高
級
腕
時
計
等
）
を
除
い
て
、
同
一
性
の
証
明
が
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
。
ス

イ
ス
法
で
は
、
財
産
が
帰
属
す
る
人
的
な
登
録
で
は
な
く
、
ど
こ
の
場
所
に
当
該
目
的
物
が
存
在
す
る
か
、
と
い
う
登
録
で
あ
る
点
に

注
意
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
三
者
が
即
時
取
得
を
し
な
く
て
も
権
利
者
の
追
及
力
が
消
失
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
登
録
に

調
査
義
務
を
課
し
て
も
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
。
つ
ま
り
、
登
録
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
効
力
を
設
定
し
て
も
、
第
三
者
へ
の
処
分
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に
お
い
て
は
、
①
一
点
物
の
美
術
工
芸
品
、
②
物
に
剥
離
で
き
な
い
刻
印
等
が
あ
る
物
以
外
は
、
実
効
性
が
な
い
。

　
次
に
、
飼
料
や
加
工
材
料
・
原
材
料
な
ど
は
、
消
費
さ
れ
又
は
加
工
に
よ
り
新
物
と
な
る
た
め
所
有
権
留
保
で
効
力
を
及
す
こ
と
は

で
き
ず
、
予
め
、
新
物
や
転
売
代
金
債
権
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
動
産
及
び
債
権
譲
渡
担

保
で
既
に
実
現
可
能
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
担
保
と
し
て
の
理
論
や
制
度
に
服
す
べ
き
と
す
る
と
、
動
産
・
債
権
譲
渡
担
保
の
設
定
に

一
本
化
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
所
有
権
留
保
と
し
て
機
能
す
る
物
は
、
③
原
則
的
に
移
動
及
び
消
費
や
加
工
が
想
定
さ

れ
な
い
動
産
と
な
る
。
ス
イ
ス
法
で
は
、
集
合
体
又
は
他
の
多
数
の
客
体
に
対
す
る
所
有
権
留
保
が
登
録
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る

点
は
示
唆
的
で
あ
る
（EV

V
7

条f

）。

　
な
お
、
債
務
者
の
支
配
下
に
目
的
物
が
留
ま
る
場
合
は
、
ど
ん
な
物
で
も
効
力
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
こ
の
場
合
は
、
登

録
を
ど
の
よ
う
な
効
力
と
し
て
制
度
化
し
て
も
差
異
は
生
じ
な
い
。
端
的
に
は
、
解
除
に
よ
っ
て
も
同
様
の
効
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。

		

さ
ら
に
、
買
主
の
他
の
債
権
者
に
よ
る
執
行
及
び
買
主
破
産
時
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
ま
ず
、
①
一
点
物
の
美
術
工
芸
品
、
②
物
に

剥
離
で
き
な
い
刻
印
等
が
あ
る
物
に
つ
い
て
は
、
既
に
売
主
の
先
取
特
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
以
上
の
効
果
を
登
録
に
付
与
す
る
と

し
て
も
、
買
主
に
よ
る
予
想
さ
れ
る
隠
匿
や
処
分
に
よ
り
、
物
上
代
位
の
み
で
は
魅
力
と
実
効
性
に
欠
け
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
③
原

則
的
に
移
動
及
び
消
費
や
加
工
が
想
定
さ
れ
な
い
動
産
に
つ
い
て
、
特
に
継
続
し
て
供
給
さ
れ
る
物
や
集
合
物
を
念
頭
に
、
担
保
と
し

て
の
観
点
か
ら
、
動
産
・
債
権
譲
渡
担
保
の
設
定
に
一
本
化
す
る
と
、
既
に
先
行
し
て
金
融
機
関
に
よ
る
事
業
把
握
と
し
て
動
産
譲
渡

担
保
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
原
材
料
等
を
供
給
す
る
売
主
は
遅
れ
る
た
め
負
け
る
こ
と
に
な
る
。
判
例
に
よ
る
と
公
示
の
な
い

先
取
特
権
は
機
能
し
な
い
。
し
か
し
、
売
主
の
優
先
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
と
結
局
は
買
主
の
事
業
自
体
が
成
立
し
な
い
お
そ
れ
が
あ

る
。
先
行
融
資
す
る
金
融
機
関
は
買
主
の
事
業
継
続
が
前
提
で
あ
る
か
ら
、
事
業
継
続
の
為
の
共
同
体
的
な
立
場
に
あ
る
売
主
は
、
金
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融
機
関
に
対
し
、
自
己
が
優
先
す
る
よ
う
に
交
渉
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
と
り
わ
け
今
日
で
は
金
融
政
策
の
変
化
か
ら
地
域
金
融

機
関
で
あ
れ
ば
交
渉
に
応
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。）

11
（

そ
し
て
、
こ
の
実
態
を
前
提
に
所
有
権
留
保
の
登
録
制
度
を
導
入
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
機
械
等
の
個
別
動
産
で
あ
れ
、
原
材
料
で
あ
れ
、
常
に
売
主
が
優
先
す
る
と
い
う
結
論
を
用
意
し
な
け
れ
ば
、
登
録
の
活
用
を

期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
上
か
ら
、
動
産
譲
渡
登
記
に
所
有
権
留
保
の
登
記
を
併
用
さ
せ
る
又
は
別
に
所
有
権
留
保
の
登
録
を

導
入
す
る
の
何
れ
に
せ
よ
、
売
主
が
常
に
優
先
す
る
と
い
う
結
論
で
な
け
れ
ば
魅
力
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
売
主
が
常
に
優
先
す

る
と
い
う
根
拠
に
つ
い
て
は
、
質
権
で
は
根
拠
が
見
出
し
難
い
。
実
体
法
的
に
は
、
不
動
産
の
先
取
特
権
の
場
合
と
同
様
に
先
取
特
権

の
登
録
に
よ
っ
て
当
該
売
却
物
に
つ
い
て
は
優
先
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
と
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の

場
合
、
わ
が
国
で
は
登
録
を
存
続
か
つ
対
抗
要
件
と
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、本
稿
か
ら
は
、①
一
点
物
の
美
術
工
芸
品
、②
物
に
剥
離
で
き
な
い
刻
印
等
が
あ
る
物
に
つ
い
て
は
解
除
と
差
異
が
な
い
こ
と
、

買
主
が
採
る
で
あ
ろ
う
行
動
を
予
想
す
る
限
り
、物
上
代
位
の
み
で
は
魅
力
と
実
効
性
に
欠
け
る
こ
と
か
ら
、登
録
を
創
設
す
る
メ
リ
ッ

ト
は
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
（
登
録
が
創
設
さ
れ
れ
ば
一
気
に
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ー
ス
に
移
行
す
る
だ
ろ
う
）。
も
っ
と
も
、
③
原
則

的
に
移
動
及
び
消
費
や
加
工
が
想
定
さ
れ
な
い
動
産
に
つ
い
て
は
、
新
規
又
は
動
産
譲
渡
登
記
の
改
良
に
よ
っ
て
、
売
主
が
常
に
優
先

す
る
と
い
う
利
点
を
提
供
す
る
こ
と
で
活
用
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
に
最
高
裁
平
成
三
〇
年
一
二
月
七

日
判
決
・
民
集
七
二
巻
六
号
一
〇
四
四
頁
は
、
金
融
機
関
に
よ
っ
て
先
行
し
て
買
主
の
財
産
に
集
合
動
産
譲
渡
担
保
が
設
定
さ
れ
登
記

さ
れ
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、
売
主
が
継
続
し
て
供
給
し
た
所
有
権
留
保
の
目
的
物
が
買
主
に
引
渡
さ
れ
た
後
に
既
存
の
物
と
混
在
し

て
保
管
さ
れ
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
特
定
性
の
維
持
や
集
合
物
論
等
に
一
切
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
所
有
権
留
保
の
優
先
を
認
め
た
。）

11
（

つ
ま
り
、
登
録
を
導
入
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
③
原
則
的
に
移
動
及
び
消
費
や
加
工
が
想
定
さ
れ
な
い
動
産
に
つ
い
て
も
、
導
入
の
利

点
が
消
失
し
た
の
で
あ
る
。
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所
有
権
留
保
に
つ
き
担
保
権
的
構
成
と
し
て
先
取
特
権
や
非
占
有
質
と
す
る
構
成
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
公
示
や
対
抗
要
件
に
つ

い
て
は
検
討
や
整
備
が
不
可
避
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
状
で
は
、
実
体
法
上
の
担
保
権
と
し
て
の
法
律
構
成
や
公
示
制
度
が
曖
昧
な

ま
ま
、妥
当
な
結
論
だ
け
が
先
行
し
て
い
る
。
担
保
権
的
構
成
が
現
行
法
上
の
先
取
特
権
や
非
占
有
質
権
を
主
張
す
る
趣
旨
で
は
な
く
、

担
保
権
的
な
扱
い
を
目
指
す
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
担
保
権
の
類
推
と
い
う
手
法
で
は
な
く
、
所
有
権
の
留
保
と
い
う
構
造
か
ら

生
じ
る
担
保
的
な
効
力
の
発
揮
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
が
適
切
で
は
な
い
か
。

　
現
状
の
登
記
制
度
は
、
物
権
変
動
が
生
じ
た
こ
と
の
登
記
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
所
有
権
が
売
主
に
留
保
さ
れ
る
と
す
る
所
有
権

的
構
成
で
は
、
物
権
変
動
が
生
じ
て
い
な
い
と
い
う
状
態
の
登
録
制
度
と
な
る
た
め
、
特
異
な
制
度
と
な
る
。
登
録
を
要
請
す
る
た
め

の
論
理
的
根
拠
と
し
て
は
、
売
買
と
い
う
処
分
行
為
を
し
て
お
き
な
が
ら
、
な
お
所
有
者
で
あ
り
続
け
る
と
い
う
の
を
特
異
な
状
態
と

位
置
づ
け
て
説
明
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
将
来
物
や
他
人
物
の
売
買
も
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
説
得
的
で
は
あ
る
ま
い
。
登

録
に
よ
っ
て
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
新
た
な
効
力
に
つ
い
て
も
、
物
的
代
位
程
度
し
か
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
所
有
権
的
構
成

か
ら
は
、
登
録
制
度
の
導
入
は
困
難
と
思
わ
れ
る
。

　
　
お
わ
り
に

　
本
項
で
は
、
所
有
権
留
保
に
つ
い
て
と
り
わ
け
担
保
権
的
構
成
を
採
っ
た
場
合
に
は
不
可
避
と
な
る
公
示
の
問
題
に
つ
い
て
、
登
録

制
度
を
採
用
し
て
い
る
ス
イ
ス
法
を
紹
介
す
る
と
共
に
、
わ
が
国
で
も
登
録
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
若
干
の
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結

果
、
次
の
三
点
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
ま
ず
、
ス
イ
ス
で
は
、
動
産
に
つ
い
て
は
引
渡
に
よ
る
所
有
権
移
転
を
原
則
と
し
た
上
で
、
占
有
質
の
原
則
と
売
主
保
護
の
要
請
を
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両
立
さ
せ
る
と
い
う
理
論
的
な
要
請
か
ら
、
登
録
制
度
の
導
入
で
売
主
に
所
有
権
を
留
保
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
集
合
物
に
も
対

応
し
、
買
主
破
産
時
に
は
転
売
代
金
債
権
も
自
動
的
に
把
握
で
き
る
点
は
、
登
録
の
効
果
と
し
て
興
味
深
い
。
も
っ
と
も
、
実
務
で
は

む
し
ろ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ー
ス
が
好
ん
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
わ
が
国
で
は
、
担
保
権
的
構
成
の
具
体
的
内
容
と
し
て
は
解
除
条
件
、
先
取
特
権
及
び
非
占
有
質
権
が
考
え
ら
れ
、
登
録
制

度
に
よ
っ
て
一
定
の
効
力
を
付
与
す
る
こ
と
で
担
保
権
的
構
成
を
具
体
化
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
登
録
に
よ
り
付
与

す
る
こ
と
が
で
き
る
効
力
は
物
上
代
位
権
の
公
示
程
度
で
あ
り
魅
力
に
乏
し
く
、
移
動
が
簡
単
で
あ
る
と
の
動
産
の
特
性
か
ら
登
録
制

度
の
導
入
に
意
味
が
あ
り
得
る
物
は
原
則
的
に
移
動
及
び
消
費
や
加
工
が
想
定
さ
れ
な
い
動
産
で
あ
る
。
そ
し
て
、
動
産
譲
渡
登
記
と

は
別
に
又
は
動
産
譲
渡
登
記
の
活
用
と
す
る
に
し
て
も
不
動
産
の
先
取
特
権
同
様
に
登
録
に
よ
っ
て
常
に
売
主
の
優
先
を
認
め
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
既
に
最
高
裁
平
成
三
〇
年
一
二
月
七
日
判
決
・
民
集
七
二
巻
六
号
一
〇
四
四
頁
は
、
継
続
的
か
つ
買
主
に
目
的
物

が
引
き
渡
さ
れ
た
後
に
特
定
性
が
保
た
れ
な
い
売
買
契
約
の
所
有
権
留
保
で
も
、
公
示
な
し
に
、
先
行
し
て
登
記
さ
れ
た
集
合
動
産
譲

渡
担
保
に
優
先
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
論
理
的
に
は
検
討
す
べ
き
点
が
あ
る
中
で
、
公
示
を
不
要
と
す
る
所
有
権
の
留
保
に
よ
る
担
保

が
求
め
ら
れ
、
か
つ
、
判
例
も
許
容
し
た
と
す
る
と
、
担
保
権
と
解
す
る
理
解
は
今
後
も
維
持
す
る
こ
と
が
妥
当
な
の
か
。
利
益
衡
量

論
か
ら
不
動
産
の
譲
渡
担
保
を
念
頭
に
主
張
さ
れ
た
担
保
権
と
し
て
の
扱
い
を
指
向
す
る
指
導
原
理
が
確
立
し
た
以
上
は
、
類
推
で
は

な
く
、
採
用
さ
れ
た
法
形
式
・
構
造
か
ら
効
力
を
導
く
通
常
の
理
解
方
法
が
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。）

11
（

注（
１
）
動
産
譲
渡
登
記
制
度
の
創
設
時
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
で
は
、
所
有
権
留
保
も
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
あ
っ
た
が
、
特
に
応
接
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さ
れ
る
こ
と
な
く
対
象
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
２
）
ス
イ
ス
法
の
立
法
過
程
に
つ
い
て
は
石
口
修
『
所
有
権
留
保
の
研
究
』（
二
〇
一
九
年
、
成
文
堂
）
六
二
頁
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）ZG

B
は
オ
イ
ゲ
ン
・
フ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
、
一
九
〇
七
年
一
二
月
一
〇
日
に
成
立
し
、
一
九
一
二
年
に
施
行
さ
れ
た
。
最
も
影
響
が

大
き
か
っ
た
の
は
、
東
ス
イ
ス
で
も
使
わ
れ
た
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
州
の
民
法
（
ヨ
ハ
ン
・
カ
ス
パ
ー
・
ブ
ラ
ン
ト
シ
ュ
リ
が
起
草
）
だ
が
、
西
ス
イ

ス
の
い
わ
ゆ
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
の
特
徴
も
有
し
て
い
る
。

　
　
　
な
お
、一
八
八
一
年
六
月
か
ら
債
務
法
（O

bligationenrecht;O
R

）
がZG

B

か
ら
独
立
し
て
立
法
さ
れ
た
（O

R
530

条
以
下
は
会
社
法
も
含
む
）。

ま
た
、
分
割
払
い
に
つ
い
て
はO

R
226a

条
以
下
が
定
め
て
い
た
が
、
二
〇
〇
三
年
一
月
一
日
よ
り
消
費
者
信
用
法
（K

onsum
kreditgesetz

;K
K

G

）

に
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
４
）
ス
イ
ス
で
は
、
債
務
名
義
が
な
く
て
も
取
立
手
続
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
つ
ま
り
債
権
者
以
外
も
取
立
て
を
申
請
で
き
る
点
が
特
徴
的
で

あ
る
。
債
務
名
義
の
有
無
は
そ
の
後
の
裁
判
手
続
で
確
認
さ
れ
、
債
務
者
が
反
証
で
き
な
け
れ
ば
取
立
手
続
に
入
る
。
実
際
の
取
立
業
務
は
各
州
・

地
域
の
債
権
回
収
事
務
所
が
行
う
制
度
と
な
っ
て
い
る
。

（
５
）
所
有
権
留
保
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
多
数
説
は
停
止
条
件
付
所
有
移
転
と
解
し
て
い
る
が
、
解
除
条
件
説
も
有
力
で
あ
る
。
理
論
的
に
は

解
除
条
件
説
の
方
が
優
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
で
検
討
し
て
い
る
。

（
６
）B

G
E93Ⅲ

96,104.

（
７
）
譲
渡
担
保
に
関
す
る
規
定
はZG

B

に
な
い
が
判
例
と
学
説
で
信
託
的
（fiducia cum

 creditore

）
に
所
有
権
が
完
全
に
移
転
す
る
と
し
て
動
産
の

み
承
認
さ
れ
て
い
る
。
譲
渡
担
保
と
所
有
権
留
保
は
、
所
有
権
を
担
保
と
し
て
活
用
す
る
点
で
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
所
有
権
留
保
は
公
示
制

度
が
用
意
さ
れ
た
非
占
有
の
担
保
権
で
あ
る
が
、
譲
渡
担
保
は
占
有
と
結
び
つ
い
た
担
保
で
あ
る
（
占
有
改
定
）。
ま
た
、ZG

B
717

条
の
た
め
、

競
合
す
る
債
権
者
や
目
的
物
の
取
得
者
に
は
譲
渡
担
保
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
設
定
者
破
産
時
に
は
、
目
的
物
は
破
産
財

団
を
構
成
す
る
。

（
８
）
所
有
権
留
保
の
合
意
に
つ
い
て
形
式
は
問
わ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
実
際
は
、K

K
G

10

条
が
適
用
さ
れ
、
同
条
ｄ
に
よ
りK

K
G

9

条
一
項
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の
書
式
が
必
要
と
な
る
。

　
　
　K

K
G

10

条
（
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
に
お
け
る
融
資
の
た
め
の
契
約
）
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
に
お
け
る
融
資
の
た
め
に
与
信
契
約

を
用
い
る
と
き
は
、
以
下
の
情
報
を
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
ｄ
）
所
有
権
が
消
費
者
に
直
ち
に
移
転
し
な
い
場
合
の
商
品
の
所
有
者
の
氏
名
及
び
商
品
の
所
有
権
が
消
費
者
に
移
転
す
る
条
件
（
九
条
一
項
：

消
費
者
信
用
契
約
は
書
面
で
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い；

消
費
者
は
契
約
の
コ
ピ
ー
を
保
持
す
る
、
と
定
め
る
）

（
９
）
債
権
譲
渡
に
関
し
、O

R
170

条
一
項
は
、
従
た
る
権
利
は
付
随
し
て
移
転
す
る
と
定
め
る
。

（
10
）A

rt. 4bis1 A
bs.1 Verordnung betreffend die Eintragung der Eigentum

svorbehalte vom
 19.D

ezem
ber 1910

（Stand am
 24.D

ezem
ber 2002

）.

以
下
、

EV
V

と
記
す
。

（
11
）ZG

B
884

条
一
項
「
法
律
が
例
外
を
認
め
な
い
限
り
、
動
産
に
は
、
質
権
者
に
質
物
の
占
有
を
移
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
質
権
を
設
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。」
判
例
は
、B

G
E56Ⅲ

 79

（81f.

）。

（
12
）ZG

B
726

条
一
項
「
誰
か
が
他
人
の
物
を
加
工
又
は
改
造
し
た
と
き
は
、
新
し
い
物
は
、
加
工
が
材
料
よ
り
も
高
い
と
き
は
加
工
者
に
、
そ
の
他

の
場
合
は
、
材
料
の
所
有
者
に
帰
属
す
る
。」

（
13
）O

R
13

条
一
項
「
法
律
で
書
面
が
要
求
さ
れ
る
契
約
に
は
、
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
す
べ
て
の
人
の
署
名
を
必
要
と
す
る
。」
つ
ま
り
、
所
有
権
留

保
の
書
面
で
は
、
譲
渡
の
書
面
に
な
り
得
な
い
。

（
14
）von M

ichael P. W
urst, D

er Eigentum
svorbehalt im

 deutschen und im
 schw

eizerischen R
echt,G

R
IN

,2007,S.16.

（
15
）EV

V
3

条
の
一
項
が
請
求
権
に
つ
い
て
、
三
項
が
三
ヶ
月
の
期
間
を
定
め
る
。

（
16
）
な
お
、
買
主
が
売
主
の
同
意
な
し
に
所
有
権
留
保
の
目
的
物
を
処
分
し
た
と
き
は
、
横
領
罪
（StG

B
 A

rt.138 Ziff.15

）
が
成
立
す
る
。

（
17
）
も
っ
と
も
、
自
動
車
の
場
合
は
第
三
者
に
調
査
義
務
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）
債
権
の
回
収
は
ス
イ
ス
で
はB

etriebung

と
い
わ
れ
る
。SchK

G

の
編
成
は
、
第
一
編
「
総
則
」、
第
二
編
「
債
権
回
収
」、
第
三
編
「
差
押
に
よ

る
債
権
回
収
」、
第
四
編
「
担
保
執
行
に
よ
る
債
権
回
収
」、
第
五
編
「
破
産
に
よ
る
債
権
回
収
」、
第
六
編
「
破
産
法
」、
第
七
編
「
破
産
手
続
」、
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第
八
編
「
仮
差
押
」、
第
九
編
「
賃
貸
に
関
す
る
特
別
規
定
、
信
託
に
関
す
る
特
別
規
定
」、
第
十
編
「
異
議
」、
第
十
一
編
「
検
認
手
続
」、
第

十
二
編
「
緊
急
猶
予
」、
第
十
三
編
「
最
終
条
項
」
で
あ
る
。

（
19
）B

G
E32Ⅱ

135.

（
20
）K

reisschreiben des B
undesgerichts N

r.29 vom
 31. M

ärz 1911,B
G

E48 Ⅲ
107. 

（
21
）B

G
E96Ⅲ

E.6, B
G

E 96Ⅱ
  161 E.5.

（
22
）B

G
E 93Ⅲ

405ff.; B
G

E 96Ⅱ
171.

（
23
）EV

V
4

条
四
項
は
売
買
契
約
書
の
提
示
又
は
公
証
さ
れ
た
謄
本
を
掲
げ
る
。

（
24
）
以
上
は
、Hans K

uhn, Schw
eizerisches K

reditsicherungsrecht,Stäm
pfli, 2011,S.311.

に
よ
る
。
筆
者
が
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
チ
ュ
ー
リ
ッ

ヒ
の
デ
ー
タ
を
探
し
た
と
こ
ろ
、
所
有
権
留
保
の
登
録
は
、
二
〇
一
七
年
が
五
六
五
〇
件
、
二
〇
一
八
年
が
五
七
六
五
件
で
あ
っ
た
。
な
お
、
同

書
の
三
五
〇
頁
に
は
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ー
ス
に
つ
き
二
〇
〇
九
年
の
対
象
品
目
と
額
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
自
動
車
に
も
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ー
ス

が
相
当
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
25
）H

ans, a.a.O
. S.312.	

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、
小
山
泰
史
「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ドPPSA

一
九
九
九
年
法
に
つ
い
て
」
池
田
真
朗
・
中

島
弘
雅
・
森
田
修
編
『
動
産
債
権
担
保
法
』（
二
〇
一
五
年
、
商
事
法
務
）
五
二
一
頁
。

（
26
）
か
つ
て
、
筆
者
は
、
動
産
譲
渡
登
記
制
度
の
導
入
時
に
譲
渡
登
記
制
度
と
仮
登
記
担
保
法
の
導
入
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
（
拙

稿
「
バ
ブ
ル
経
済
後
の
日
本
に
お
け
る
担
保
法
の
変
化
と
立
法
手
法
に
対
す
る
評
価
―
動
産
譲
渡
登
記
制
度
の
制
定
過
程
を
例
に
―
」『
韓
国
の
土

地
法

　
理
論
と
実
務
』（
二
〇
〇
六
年
、
法
元
社
（
韓
国
））
七
一
七
頁
。
ま
た
、
自
動
車
抵
当
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
自
動
車
販
売
に
お
け
る
契
約

形
態
と
自
動
車
抵
当
・
所
有
権
留
保
の
比
較
・
分
析
―
動
産
抵
当
（
動
産
譲
渡
登
記
）
制
度
は
ど
の
様
な
場
合
に
利
用
さ
れ
得
る
の
か
―
」
熊
本

法
学
一
一
〇
号
一
頁
で
検
討
し
た
。

（
27
）
今
日
の
地
域
金
融
機
関
に
お
け
る
担
保
は
、
教
科
書
等
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
換
価
・
清
算
と
は
全
く
異
な
っ
た
使
い
方
が
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
地
域
金
融
機
関
に
よ
る
中
小
企
業
向
け
融
資
に
お
け
る
担
保
の
意
義
と
解
釈
」
深
谷
格
／
西
内
祐
介	

編
著
『
大
改

論　　　説
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正
時
代
の
民
法
学
』（
二
〇
一
七
年
、
成
文
堂
）
一
七
一
頁
及
び
こ
こ
に
引
用
し
た
論
文
で
検
討
し
て
い
る
。

（
28
）
同
判
決
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
評
釈
」
広
島
法
科
大
学
院
論
集
一
五
号
一
四
一
頁
で
検
討
し
て
い
る
。
な
お
、集
合
物
論
や
特
定
性
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
種
類
物
の
継
続
売
買
契
約
に
お
け
る
所
有
権
留
保
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
：
東
京
高
判
平
成
二
九
年
三
月
九
日
金
法
二
〇
九
一
号
七
一
頁

を
素
材
に
」
広
島
法
学
四
二
巻
三
号
六
九
頁
を
ご
覧
頂
き
た
い
。

（
29
）
大
村
敦
志
『
新
基
本
民
法
担
保
編
』（
二
〇
一
六
年
、
有
斐
閣
）
一
一
一
六
頁
は
、
譲
渡
担
保
を
担
保
権
と
す
る
見
方
に
つ
き
「
形
式
・
理
論
よ

り
も
実
質
・
機
能
を
重
視
す
る
と
い
う
戦
後
民
法
学
に
支
配
的
な
考
え
方
（「
利
益
衡
量
」
と
呼
ば
れ
る
）
の
影
響
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
し
、さ
ら
に
一
二
五
頁
で
は
判
例
と
学
説
の
関
わ
り
方
に
つ
き
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、一
三
一
頁
で
は
債
権
譲
渡
担
保
に
つ
い
て
は
、

質
権
設
定
と
法
性
決
定
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
単
に
担
保
権
的
に
扱
う
べ
き
と
い
う
指
針
を
超
え
て
、
現
行
法
制
の
中
で

実
務
的
に
耐
え
ら
れ
る
具
体
的
な
構
成
を
示
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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